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   三次市水道事業給水条例の一部を改正する条例（案） 

 

第１条 三次市水道事業給水条例（平成１６年三次市条例第２４７号）の一部を

次のように改正する。 

 別表中 

 「 

家事用 ８㎥ １，２１５円 ８㎥を超えるもの １７１円 

営業用 １０㎥ ２，０００円 １０㎥を超えるもの ２００円 

                                  」を 

 「 

家事用 ８㎥ １，５５０円 ８㎥を超えるもの １８０円 

営業用 １０㎥ ２，０００円 １０㎥を超えるもの ２２０円 

                                  」に

改める。 

第２条 三次市水道事業給水条例の一部を次のように改正する。 

 別表中 

 「 

家事用 ８㎥ １，５５０円 ８㎥を超えるもの １８０円 

                                  」を 



 「 

家事用 １０㎥ ２，０００円 １０㎥を超えるもの ２２０円 

                                  」に

改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例中第１条及び次項の規定は令和４年１０月１日から，その他の規定

は令和５年１０月１日から施行する。 

 （令和４年の料金改定の経過措置） 

２ この条例第１条による改正後の三次市水道事業給水条例の規定は，令和４年

１０月使用分の料金から適用し，同年９月使用分以前の料金については，なお

従前の例による。 

 （令和５年の料金改定の経過措置） 

３ この条例第２条による改正後の三次市水道事業給水条例の規定は，令和５年

１０月使用分の料金から適用し，同年９月使用分以前の料金については，なお

従前の例による。 

 （三次市簡易水道事業及び飲料水供給事業を水道事業に統合するための関係条

例の整理等に関する条例の一部改正） 

４ 三次市簡易水道事業及び飲料水供給事業を水道事業に統合するための関係条

例の整理等に関する条例（平成２８年三次市条例第３９号）の一部を次のよう

に改正する。 

  附則第２項及び第３項を削り，附則第１項の見出し及び項番号を削る。 

 

 


